
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談室だより 

                                  第９号 

                           令和８年１月８日 

                           練馬区立谷原中学校相談室 

 新年明けましておめでとうございます。３学期が始まり、毎日の学校生活がスタート

しました。今回は、保護者の方に向けたお話です。 

思春期の子どものかかわり方～保護者の方へ  

 うちの子どもは「ぜんぜん言うこと聞かない」「何か言うと“うるさい”と口答えを

する」などと感じたことはありませんか。中学生になると、保護者の方が子どもの様子

に変化を感じ、戸惑われることも多くなると思います。思春期は、身体的側面の成長に

あたる第二次成長期であると同時に、精神的な変化の時期でもあります。「イヤイヤ

期」とも言われ、親の考えや社会のルールに対して疑問をもち、「何でも自分でした

い」と大人に対する憧れを抱く一方、まだまだ知識や行動がそれに伴わない子どもの部

分が共存し、とてもアンバランスな状態です。見ていて不安に感じることもあると思い

ます。 

親離れ・子離れのときという考え方 

 思春期は、「自我同一性」の確立の時期であり、自己を理解 

し、精神的な自立を目指す大事な時期になります。自立を目指 

す子どもに対して、親が「子どもには一人でできる力がある」 

という見方ができれば、子どもを信頼し、一人でできる環境を 

準備して、自立をサポートすることができるでしょう。 

 一方、「子どもは一人では何もできない」という見方をしていると、つい親が手を出

したり、大人の価値観をおしつけたりして、結果的に子どもの自立を遠ざけてしまうこ

とがあるかもしれません。心配はあると思いますが、親子関係において、「親離れ・子

離れ」のときにきていると言えるのかもしれません。 

心理的リアクタンス 

 子どもに対してどうしてもわかってもらいたい話があるのに、うまくわかってもらえ

ないような場合、考え方の参考になるのが、「心理的リアクタンス」と言うものがあり

ます。これは、説得しようとした相手が、気持ちや行動の自由が脅かされたときに喚起

される、自由の回復を目指す動機付けの状態をいいます。たとえば、「勉強をしなさ

い」「ゲームばかりしてはダメ」など、特に強制的な態度変容をせまられたときに生じ

やすい状態です。そこで、相手の気持ちや行動を保護する何 

かを用意しておくと心理的リアクタンスが生じにくくなると 

されています。少しでも相手の話を聞いたり、話し合ったり 

する機会が設けられるとよいかもしれません。 



★１２月・１月相談室開室日★ 
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【木曜日(○印)】  スクールカウンセラー本岡陽子（ 9時～16時30分） 

【月･火曜日(★印)】 心のふれあい相談員 井口祐子（10時～16時） 

          がいます。面談予約はお電話でできます。 

 ①谷原中学校代表番号（０３－３９９５－８０３６）または、 

 ②相談室直通番号  （０８０－７７９８－２４５４） 

 ※②の電話番号は「相談室開室日（原則 月・火・木曜日）」に 

  相談室優先番号になります。 

生徒の皆さんへ  

○昼休みや放課後、相談室に来室して相談ができます。 

原則、予約をしてからの相談になります。担任の先生や養護の先生に相談したい

ことを伝えてください。また、直接カウンセラーや相談員に声をかけて予約をす

ることもできます。相談室の部屋をノックして、気軽に声をかけてくださいね。 

保護者の方へ  

○お子様のことで何か気になることがありましたら、ご相談ください。 

ご希望される方は、来室前に一度お電話で面談の予約を取ってください。予約方

法は、担任の先生もしくは副校長先生や養護の先生につないでもらい、希望の日

時をお伝えください。また、カウンセラーや相談員が勤務の日に、相談室直通の

番号にかけていただいて、直接予約をすることもできます。 


